「低炭素建築物新築等計画」
の認定申請をされた方へ
認定建築主（計画の認定を受けた者）は、認定低炭素建築物の建築工事が完了した際に、計画に従って建築工事が行われたことを記載した工事完了報告書を提出する義務があります。
工事が完了し、建築基準法の規定による完了検査を受けられ合格されましたら、速やかに提出して下さい。
（根拠法規：練馬区都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第12条第１項各号）
（提出書類）
○工事完了報告書（正・副あわせて２部）
建築士が確認した場合　→　練馬区規則第７号様式
工事施工者が確認した場合　→　練馬区規則第８号様式
上記の様式は区ホームページの下記ページよりダウンロードしてご使用下さい。↓
http://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/sumai/takuchi/teitanso.html
○工事監理報告書等の写し（正・副あわせて２部）
建築士が確認した場合　→　建築士法施行規則第17条の15の規定による工事監理報告書の写し（※１）
　　工事施工者が確認した場合　→　施工者より認定建築主に提出される工事完了報告書の写し（※２）
※１　工事監理報告書に『低炭素建築物新築等計画の通りに施工された』ことを確認できる記述があること
※２　工事完了報告書が『低炭素建築物新築等計画』に基づいた図面通りに施工されたことが確認できるものであること
○建築基準法の規定による検査済証の写し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　※報告が無い場合、立入検査を行う場合があります。
（その他）

· 所得税や登録免許税について一定の特例措置が受けられます。
最新情報について、詳細は国土交通省ホームページ内「低炭素建築物認定制度　関連情報」から「認定低炭素住宅に関する税制」の内容をご確認下さい。

練馬区建築・開発担当部建築審査課設備係
TEL．０３（５９８４）１９３７
